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議案第１０号 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，教育長の給料の額について，引き続き，その１割を減額することと

し，この特例の期限を延伸する等の改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例（平成１５年水海道市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「令和４年９月３０日」を「令和７年９月３０日」に改める。 

第４条及び附則第２項中「令和７年３月３１日」を「令和７年９月３０日」に

改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 



3 

議案第１１号 

 

常総市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

常総市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

たいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

により議会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，妊娠，出産，育児等と仕事の両立支援のために講ずる措置として，育

児休業の取得回数制限の緩和，非常勤職員に係る育児休業の取得要件の緩和等に

係る改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市職員の育児休業等に関する条例（平成４年水海道市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であっ

て，次のいずれかに該当するもの」に改め，同号ア(ｱ)中「第２条の４の規定に

該当する場合にあっては，」を「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期

間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６箇月を経過

する日，第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が」に改め，同号イ

を次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に

該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては，当該末日とされた日。以下この(ｱ)において

同じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって，同条第３

号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとするもの 

(ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

場合であって，当該任期を更新され，又は当該任期の満了後引き続い

て特定職に採用されることに伴い，当該育児休業に係る子について，

当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする非常勤職員 

第２条第４号ウを削る。 

第２条の３第３号中「ため，非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育

する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員

の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては，

当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日が異なるときは，そのいずれかの日））の翌日（当該

子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日
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を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって，当該任

期が更新され，又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっ

ては，当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとする場合であって，次に掲げる場合のいずれに

も該当するとき」を「非常勤職員が，次に掲げる場合のいずれにも該当する場合

（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であっ

て第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する

場合，市長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する

場合）」に改め，同号イを同号ウとし，同号ア中「（当該非常勤職員が」の次に

「前号に掲げる場合に該当して」を，「当該配偶者が」の次に「同号に掲げる場

合又はこれに相当する場合に該当して」を加え，同号アを同号イとし，同号にア

として次のように加える。 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては，当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは，そのいずれかの日））の翌日

（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地

方等育児休業をする場合にあっては，当該地方等育児休業の期間の末日と

された日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合 

第２条の３第３号に次のように加える。 

エ 当該子について，当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては，当該末日とされた日）後の

期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場

合 

第２条の４中「ため，非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該子

の１歳６箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって，当該任期

が更新され，又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあって

は，当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の
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初日とする育児休業をしようとする場合であって，次のいずれにも該当すると

き」を「非常勤職員が，次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該

子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号

に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合，

市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場

合）」に改め，同条中第２号を第３号とし，第１号を第２号とし，同号の前に次

の１号を加える。 

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し，又はこれに相当する場合に該当して地方等育

児休業をする場合にあっては，当該地方等育児休業の期間の末日とされた日

の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場

合 

第２条の４に次の１号を加える。 

(4) 当該子について，当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

第２条の５を削る。 

第３条中第５号を削り，第６号を第５号とし，同条第７号中「第２条の４」を

「前条」に改め，同号を同条第６号とし，同条第８号中「その任期」を「任期を

定めて採用された職員であって，当該任期」に，「非常勤職員が，当該育児休業

に係る子について，当該任期が」を「ものが，当該任期を」に，「に特定職に引

き続き」を「引き続いて特定職に」に，「当該任期の末日」を「当該育児休業に

係る子について，当該更新前の任期の末日」に，「当該引き続き採用される」を

「当該採用の」に改め，同号を同条第７号とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間は，５７日間とする。 

第１０条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に，「限

る。）」を「限る。）。」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年１０月１日から施行する。 



7 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例

による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１０条（第６号に

係る部分に限る。）の規定の適用については，なお従前の例による。 
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議案第１２号 

 

常総市税条例等の一部を改正する条例について 

 

常総市税条例等の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地方税法の改正に伴い，住宅借入金等特別税額控除の適用に係る居住

年の期限の延長その他所要の改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市税条例等の一部を改正する条例 

 

（常総市税条例の一部改正） 

第１条 常総市税条例（昭和３３年水海道市条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

第２０条の４第１項中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数

料」に改める。 

第３３条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第３７条の３第１項に規定する確定

申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める

事項の記載があるときは，当該特定配当等に係る所得の金額については，適

用しない。 

第３３条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第３７条の３第１項に規定する確定

申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行

規則に定める事項の記載があるときは，当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については，適用しない。 

第３５条の２第１項中「特定配当等申告書」を「確定申告書」に，「特定株

式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改め，同条第２項中「申告書に

係る年度分」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分」に改め

る。 

第３７条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定

する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９

００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に

規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下で

あるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に，「法第３１４条

の２第４項」を「同条第４項」に改め，同条第２項中「第２条第４項ただし

書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

第３７条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め，同条第１項中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に
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次の１号を加える。 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの

及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き，合計所得金

額が１３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏

名 

第３７条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め，同条第１項中「あって，」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者

（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第５４条の２に規定する退職手当等に限る。以下この

項において同じ。）に係る所得を有する者であって，合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」を，「控除

対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有しない者」を加え，

同項中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加

える。 

(2) 特定配偶者の氏名 

附則第１３条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち，租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場

株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は，市民税の所得割の納税義務者が前年分

の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項

の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第２４条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に，

「令和３年」を「令和７年」に改める。 

附則第２５条の２第３項中「，第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第

３７条の８」に改める。 

附則第２８条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は，特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第３７条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り，適用する。 

附則第２８条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は，条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係
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る第３７条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り，適用する。 

附則第２８条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年

分の所得税に係る」に，「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書に

この項」に改め，「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第３１条の３中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」

という。」を削る。 

附則第３１条の４を削る。 

（常総市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 常総市税条例の一部を改正する条例（令和３年常総市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

第３７条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢

１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え，

「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条第２項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２６条第

２項及び第３７条の３の３第１項並びに附則第６条の３第１項の規定」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和５年１月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げ

る規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中常総市税条例第３３条第４項及び第６項，第３５条の２第１項及

び第２項並びに第３７条の２第１項ただし書及び第２項の改正規定並びに同

条例附則第１３条の３第２項，第２８条の２第４項並びに第２８条の３第４

項及び第６項の改正規定並びに第２条（常総市税条例の一部を改正する条例

附則第２条第２項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第３条第３項の規

定 令和６年１月１日 

(2) 第１条中常総市税条例第２０条の４第１項の改正規定及び次条の規定 令

和６年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の常総市税条例（次条第１項及び第２項にお

いて「新条例」という。）第２０条の４第１項（地方税法（昭和２５年法律第
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２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は，前条第２号に掲げ

る規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書の交付

について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３７条の３の２第１項の規定は，この条例の施行の日（以下こ

の項及び次項において「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同条第１

項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書につ

いて適用し，施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の常総市

税条例（次項において「旧条例」という。）第３７条の３の２第１項に規定す

る給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については，な

お従前の例による。 

２ 新条例第３７条の３の３第１項の規定は，施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項におい

て「公的年金等」という。）について提出する新条例第３７条の３の３第１項

に規定する申告書について適用し，施行日前に支払を受けるべき公的年金等に

ついて提出した旧条例第３７条の３の３第１項に規定する申告書については，

なお従前の例による。 

３ 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の常総市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は，令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し，令和５年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 
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議案第１３号 

 

証明書自動交付機の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例につい

て 

 

証明書自動交付機の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定め

たいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

により議会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，令和６年３月末日をもって本庁舎及び石下庁舎に設置している証明書

自動交付機を廃止することに伴い，関連する条例の規定を整理するため，これを

提出する。 
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常総市条例第 号 

 

証明書自動交付機の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（常総市印鑑条例の一部改正） 

第１条 常総市印鑑条例（昭和５７年水海道市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

第１３条を削る。 

第１３条の２中「前２条」を「前条」に改め，同条を第１３条とする。 

（常総市多機能磁気カードの発行等に関する条例の廃止） 

第２条 常総市多機能磁気カードの発行等に関する条例（平成１０年水海道市条

例第１０号）は，廃止する。 

附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１４号 

 

訴えの提起について 

 

住宅資金貸付金に係る支払督促の申立てについて，相手方から督促異議の申立

てがなされた場合，民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定に

より，支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされることから，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議

会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

相手方，請求の趣旨等 

 

別紙のとおり 

提案理由 

本案は，住宅資金貸付金に係る支払督促の申立てに対し，相手方から督促異議

の申立てがなされた場合，民事訴訟法の規定により支払督促の申立ての時に訴え

の提起があったものとみなされることから，地方自治法の規定に基づき，これを

提出する。 
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議案第１５号 

 

訴えの提起について 

 

住宅資金貸付金に係る支払督促の申立てについて，相手方から督促異議の申立

てがなされた場合，民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定に

より，支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされることから，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議

会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

相手方，請求の趣旨等 

 

別紙のとおり 

提案理由 

本案は，住宅資金貸付金に係る支払督促の申立てに対し，相手方から督促異議

の申立てがなされた場合，民事訴訟法の規定により支払督促の申立ての時に訴え

の提起があったものとみなされることから，地方自治法の規定に基づき，これを

提出する。 
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議案第１６号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決

を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，新型コロナウイルス感染症の影響により第１号被保険者の属する世帯

において，収入の減少が見込まれる場合等に行う介護保険料の減免について，令

和４年度分の介護保険料の減免の実施に必要となる改正を行うため，これを提出

する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

常総市介護保険条例（平成１２年水海道市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

附則第１２条第１項中「令和４年３月３１日」を「令和５年３月３１日」に改

める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行し，改正後の附則第１２条第１項の規定は，令

和４年４月１日から適用する。 
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議案第１７号 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に

対し，引き続き国民健康保険税の減免を実施することとし，減免申請書の提出期

限の特例に係る改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

常総市国民健康保険税条例（昭和３４年水海道市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第１６項中「（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイル

ス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に，

中華人民共和国から世界保健機関に対して，人に伝染する能力を有することが新

たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。）をいう。）」及び「令和

２年度分及び」を削り，「令和３年度分」の次に「及び令和４年度分」を加え，

「令和３年４月１日から令和４年３月３１日」を「令和４年４月１日から令和５

年３月３１日」に，「令和３年２月」を「令和４年２月」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行し，改正後の附則第１６項の規定は，令和４年

４月１日から適用する。 
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議案第１８号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 財産の種別及び数量 電気自動車用急速充電器 一式 

２ 取 得 の 目 的 道の駅常総に設置 

３ 取 得 の 方 法 一般競争入札 

４ 取 得 金 額 ２４，３１０，０００円 

５ 取 得 の 相 手 方 茨城県行方市西蓮寺５８０番地の１ 

清宮電気株式会社 

代表取締役 清宮 裕子 

提案理由 

本案は，去る７月２８日に一般競争入札を行った道の駅常総電気自動車用急速

充電器設置工事のうち，電気自動車用急速充電器の取得について，予定価格が議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に定める額を超え

ていることから，落札者と仮契約を締結したので，これを提出する。 

 


